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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の周知について 

 
このことについて、平成 27 年 3 月 18 日付け 26 消安第 6274 号をもって、農林水

産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろし

くお願いいたします。 
このたびの通知は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）に基づき、平成27年

10 月(予定)以降、全国民に個人番号が付番され、行政機関、事業者等において、個人

番号及び特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。以下同じ。)を取

り扱う全ての者に番号法が適用されることから、番号法第4条及び第37条に基づき、

特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めた「特定個人情報

の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」（平成 26 年 12 月 11 日公布）につ

いて、関係団体等へ周知する旨、特定個人情報保護委員会事務局長から農林水産大臣

官房長あて通知されたことを受け、本会においても特定個人情報の適正な取扱い及び

会員各社等に対するガイドラインの周知が依頼されたものです。 
なお、本ガイドラインは、次の特定個人情報保護委員会ホームページから参照願い

ます。  
               
ホームページURL：http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf' 

 
 本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 


















